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身体拘束に該当する行為について

【注意点】

これらはあくまで例示であり、他にも身体拘束に該当する行為が

あることに注意してください。身体拘束に該当するか判断するポ

イントは「本人の行動の自由を制限しているかどうか」です。

身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為（例）

令和６年３月・身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた検討委員会
「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」より
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身体拘束の原則禁止について

●身体拘束の原則禁止

利用者や他の利用者の生命又は身体を保護するために、緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為を行ってはならない。

●緊急やむを得ない場合とは

切迫性・非代替性・一時性の３つの要件を全て満たす状態

であることを、利用者本人・家族、本人に関わる関係者・

関係機関全員で検討し、確認した場合を言う。
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身体拘束を実施する際に必要な手続き

①組織的な判断：関係者が幅広く参加するカンファレンス

等を実施し、必要性を組織的に判断する。

②本人・家族への説明：身体拘束の内容、目的、理由、期

間、時間帯などを説明し、十分な理解を得る。

③記録の作成：本人・家族への説明状況、身体拘束の実施

状況、本人の状態等について、詳細に記録を作成する。

④必要性の再検討：本人の状態を常に観察し、必要性を再

検討して、要件に該当しない場合は直ちに拘束を解除する。
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事業者の責務について

① 身体的拘束の様態及び時間、入所者の心身の状況、緊急

やむを得ない理由を記録すること

④ 従業者に対して、研修を定期的に実施すること

② 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を

３月に１回以上開催し、結果を従業者に周知徹底すること

③ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること

実施していない場合は、身体拘束廃止未実施減算の対象
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身体拘束による虐待認定の事例

【事例】体動が目立つ利用者に対して、緊急やむを得ない

場合の当否の検討や家族への説明を行わないまま、職員

個人の判断で４点柵を設置していた。

 【結果】必要な手続きを踏まずに４点柵を設置し、事後に

報告を受けた管理者も追認して、適切な対応を指示してい

なかったものであり、身体的虐待を認定し、指定の一部の

効力を３月停止する行政処分と改善勧告を行いました。
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虐待認定事例を基に考えていただきたいこと

●身体拘束がもたらす多くの弊害、身体拘束を実施する場合の

必要な手続き及び３つの要件について、施設・事業所内の職員

全員が理解するために、どのような取組が必要と考えますか。

●一人歩きや周囲への迷惑行為などにも、必ずその人なりの理

由等の要因があります。身体拘束の必要性を考える前に、組織

一丸となって、その原因を探り、取り除くための取組はできて

いますか。
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虐待認定事例を基に考えていただきたいこと

●身体拘束を行わずに介護するために、すべての方法の可能性

の洗い出しについて、どのような体制で検討を行いますか。

●施設・事業所側の都合ではなく、利用者本人の尊厳を第一に

考えることができていますか。
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身体拘束を回避した事例（代替方法の検討）

【事例】パーキンソン症状による小刻み歩行で転倒リスク

が高い利用者について、下記のとおり対応した。

・家族に転倒リスクを説明し、ケガ防止のために床に敷く

マットを持ち込んでもらった。

・居室にソファを置いて、落ち着いて座れる環境とした。

・本人への声がけや介助方法を話し合い、統一した。

常に身体拘束に代わる代替的な方法を考えることが重要
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おわりに

ご清聴いただき、ありがとうございました。
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